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破
産
管
財
人
の
善
管
注
意
義
務
違
反
と
不
当
利
得
　

─
─
最
高
裁
平
成
一
八
年
一
二
月
二
一
日
二
判
決
の
枠
組
の
再
検
討
─
─

平
　
　
田
　
　
健
　
　
治

　

考
察
の
対
象
は
、
最
判
平
成
一
八
年
一
二
月
二
一
日
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
平
成
一
七
年
（受）
第
二
七
六
号
）
と
同
日
付
で
民
集
非
登

載
の
不
当
利
得
返
還
請
求
事
件
（
平
成
一
七
年
オ
第
一
八
四
号
、
（受）
第
二
一
〇
号
）
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
前
者
を
損
賠
事
件
、
後
者

を
利
得
事
件
と
略
称
す
る
。

　

事
実
関
係
は
ほ
ぼ
共
通
で
、
破
産
者
（
賃
借
人
）
の
賃
貸
借
に
お
け
る
敷
金
返
還
請
求
権
に
、
破
産
者
に
融
資
し
て
い
た
銀
行
五
行

が
質
権
を
設
定
し
た
。
す
な
わ
ち
同
一
物
件
の
異
な
る
部
分
（
地
下
一
階
事
務
所
部
分
、
八
階
・
九
階
居
室
部
分
、
駐
車
場
部
分
、
倉

庫
部
分
）
に
つ
い
て
四
件
の
賃
貸
借
契
約
が
交
わ
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
四
件
の
敷
金
が
差
し
入
れ
ら
れ
、
ま
と
め
て
質
権
の
対
象

と
さ
れ
、
実
行
時
の
配
分
割
合
も
合
意
さ
れ
た
。

　

破
産
管
財
人
は
、
賃
借
人
の
破
産
宣
告
後
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
つ
つ
、
上
記
各
賃
貸
借
を
合
意
解
除
し
、
返
還
さ
れ
た
敷
金
を
賃

借
人
の
債
務
に
充
当
し
て
い
っ
た
。

　

損
賠
事
件
で
は
、
上
記
五
行
の
う
ち
の
一
行
の
債
務
並
び
に
担
保
の
承
継
人
が
充
当
合
意
は
破
産
管
財
人
の
善
管
注
意
義
務
に
違
反

し
、
質
権
に
よ
る
優
先
弁
済
権
が
害
さ
れ
た
と
し
て
、（
旧
破
産
法
一
六
四
条
に
も
と
づ
く
）
損
害
賠
償
ま
た
は
不
当
利
得
返
還
を
選

（
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択
的
併
合
で
主
張
し
た
。
利
得
事
件
も
事
実
関
係
は
同
様
で
あ
る
が
、
原
告
は
損
賠
事
件
と
は
異
な
る
銀
行
の
承
継
者
で
あ
り
、
請
求

は
当
初
は
不
当
利
得
返
還
で
、
第
二
審
で
損
害
賠
償
が
選
択
的
に
追
加
請
求
さ
れ
た
。

　

損
賠
事
件
で
は
、
第
一
審
は
損
害
賠
償
を
一
部
（
破
産
宣
告
後
の
賃
料
・
共
益
費
）
認
容
、
第
二
審
は
い
ず
れ
も
棄
却
。
最
判
で
は
、

質
権
設
定
者
で
あ
る
賃
借
人
が
、
正
当
な
理
由
な
く
未
払
債
務
を
発
生
さ
せ
て
敷
金
返
還
請
求
権
の
発
生
を
阻
害
さ
せ
る
こ
と
は
質
権

の
対
象
で
あ
る
債
権
の
担
保
価
値
を
維
持
す
べ
き
義
務
の
違
反
と
な
る
と
し
、
こ
の
義
務
は
破
産
管
財
人
に
承
継
さ
れ
る
と
し
た
。
そ

の
上
で
、
原
状
回
復
費
用
不
払
い
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
が
、
賃
料
、
共
益
費
の
不
払
い
は
正
当
な
理
由
が
な
い
と
し
た
。
他
方
、
破

産
管
財
人
の
善
管
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
否
定
し
、
原
審
を
支
持
し
た
。
ま
た
、
不
当
利
得
返
還
に
関
し
て
の
原
審
の
判
断
を
破

棄
し
、
不
払
い
に
正
当
な
理
由
が
な
い
部
分
に
つ
い
て
不
当
利
得
責
任
を
肯
定
し
た
。

　

利
得
事
件
で
は
、
第
一
審
、
第
二
審
と
も
、
不
当
利
得
返
還
を
認
容
（
第
二
審
は
原
状
回
復
費
用
を
控
除
）。
最
高
裁
は
、
原
審
の

不
当
利
得
返
還
を
認
容
し
た
点
を
是
認
し
つ
つ
、
充
当
合
意
の
日
か
ら
利
息
支
払
を
命
じ
た
点
に
つ
い
て
は
破
棄
し
、
善
意
利
得
者
と

し
て
、
訴
状
送
達
の
翌
日
か
ら
の
遅
延
損
害
金
に
と
ど
め
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
善
管
注
意
義
務
違
反
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、

充
当
合
意
以
降
の
利
息
請
求
は
こ
の
観
点
か
ら
も
で
き
な
い
と
し
た
。

　

損
賠
事
件
は
、
質
権
者
に
対
す
る
破
産
管
財
人
の
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
を
い
う
の
に
、
破
産
財
団
に
十
分
な
銀
行
預
金
が
あ
っ

て
、
現
実
に
支
払
う
こ
と
に
支
障
が
な
か
っ
た
点
を
挙
げ
て
、
充
当
合
意
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
正
当
な
理
由
が
な
い
と
し

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
破
産
管
財
人
の
善
管
注
意
義
務
違
反
の
有
無
の
判
断
に
お
い
て
は
、「
こ
の
見
地
か
ら
見
る
と
、
本
件
行
為
が

質
権
者
に
対
す
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
本
件
行
為
に
よ
っ
て
破
産
財
団
の
減
少
を
防
ぐ
こ
と
に
正
当
な
理
由
が
あ
る

と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
が
」
と
言
い
つ
つ
、「
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
否
か
は
、
破
産
債
権
者
の
た
め
に
破
産
財
団
の
減
少

を
防
ぐ
と
い
う
破
産
管
財
人
の
職
務
上
の
義
務
と
質
権
設
定
者
が
質
権
者
に
対
し
て
負
う
義
務
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
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よ
っ
て
結
論
の
異
な
り
得
る
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
論
ず
る
学
説
や
判
例
も
乏
し
か
っ
た
こ
と
や
、
被
上
告
人
が
本
件
行

為
（
本
件
第
三
賃
貸
借
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
つ
き
破
産
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
被
上
告
人
が
、
質

権
者
に
対
す
る
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
本
件
行
為
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
破
産
管
財
人
が
善

管
注
意
義
務
違
反
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、
善
管
注
意
義
務
違
反
を
否
定
し
て
い

る
。

　

こ
こ
で
は
、「
正
当
な
理
由
」
と
い
う
同
じ
表
現
が
異
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
つ
は
、
担
保
価
値
維
持
義
務

違
反
の
点
で
、
も
う
一
つ
は
、
管
財
人
の
善
管
注
意
義
務
違
反
の
点
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
前
者
で
の
「
特
段
の
事
情
」
が
後
者
で
は

考
慮
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

両
義
務
の
関
係
理
解
は
、
一
体
と
考
え
る
見
解
と
別
個
の
も
の
と
考
え
る
見
解
が
あ
る
が
、
損
賠
事
件
の
調
査
官
解
説
で
は
、
本
判

決
は
両
義
務
は
別
個
の
義
務
で
あ
り
、
帰
責
性
も
別
個
に
検
討
す
べ
き
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
説
明
す
る
。

　

先
に
引
用
し
た
事
情
が
、
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
の
成
立
に
は
影
響
し
な
い
で
、
善
管
注
意
義
務
違
反
の
否
定
に
の
み
作
用
す
る

と
理
解
す
る
こ
と
は
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
前
者
の
特
段
の
事
情
に
も
該
当
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
義
務

違
反
を
、
前
者
で
は
客
観
的
に
、
後
者
で
は
主
観
的
に
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
は
、
実
は
、
利
得
事
件
の
判
決
理
由
の
構
造
と
も
関
連
す
る
。
こ
こ
で
は
、
不
当
利
得
の
成
否
の
判
断
が
ま
ず
、
損
賠
事
件

の
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
を
認
定
す
る
の
と
同
様
の
叙
述
に
お
い
て
、
充
当
合
意
に
正
当
の
理
由
が
な
い
こ
と
、
特
段
の
事
情
も
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
利
益
の
帰
属
が
行
為
者
の
主
観
で
定
ま
る
か
の
ご
と
き
表
現
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
悪
意
の
受
益
者
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
、「
上
告
人
の
利
得
が
法
律
上
の
原
因
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
本
件
行

為
に
よ
っ
て
破
産
財
団
の
減
少
を
防
ぐ
こ
と
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
本
件
行
為
が
質
権
者
に
対
す
る
義
務
に
違
反

（
4
）
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す
る
か
ら
で
あ
る
が
、」
と
し
て
、
法
律
上
の
原
因
欠
缺
が
管
財
人
の
義
務
違
反
と
直
結
す
る
か
の
ご
と
き
表
現
を
と
り
、
さ
ら
に
、

損
賠
事
件
と
同
様
の
理
由
、
す
な
わ
ち
「
上
記
正
当
な
理
由
が
あ
る
か
否
か
は
、
破
産
債
権
者
の
た
め
に
破
産
財
団
の
減
少
を
防
ぐ
と

い
う
破
産
管
財
人
の
職
務
上
の
義
務
と
質
権
設
定
者
が
質
権
者
に
対
し
て
負
う
義
務
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
結

論
の
異
な
り
得
る
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
論
ず
る
学
説
や
判
例
も
乏
し
か
っ
た
こ
と
や
、
記
録
に
よ
れ
ば
上
告
人
は
本
件

行
為
（
本
件
第
三
賃
貸
借
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
つ
き
破
産
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
上
告
人
が
正
当
な
理
由
の
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
法
律
上
の
原
因
の
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
本
件
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
こ

と
は
で
き
ず
、
上
告
人
を
悪
意
の
受
益
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
に
も
と
づ
き
、
い
わ
ば
管
財
人

の
善
管
注
意
義
務
違
反
の
否
定
が
、
法
律
上
の
原
因
欠
缺
の
認
識
の
否
定
と
直
結
す
る
か
の
ご
と
き
論
理
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
、
損
賠
事
件
と
利
得
事
件
は
、
最
高
裁
に
お
い
て
並
行
し
て
検
討
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に
異
質
な
原
理
が
接
ぎ
木
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
が
違
和
感
な
く
看
過
さ
れ
る
こ
と
が
起
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
を
不
当
利
得
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
と
法
律
上
の
原
因
が
欠
け
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

の
不
当
利
得
は
侵
害
不
当
利
得
の
一
例
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
侵
害
を
語
る
た
め
に
は
、
財
貨
の
帰
属
が
前
提
と
さ
れ
る
。
本
来

の
債
務
者
で
あ
る
担
保
設
定
者
は
、
不
当
に
将
来
の
敷
金
返
還
請
求
権
の
予
想
額
を
自
己
債
務
の
増
大
に
よ
っ
て
減
少
さ
せ
な
い
義
務

を
負
っ
て
い
る
が
、
本
来
賃
借
人
の
債
務
の
担
保
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
の
責
任
財
産
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
裁
量
性
が
認

め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
義
務
を
承
継
し
た
管
財
人
に
お
い
て
は
、
債
務
超
過
の
事
態
は
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
、
他
の
破
産
債
権
者
と
の
関

係
の
考
慮
が
加
わ
る
。
ま
た
、
権
利
の
性
質
も
、
判
決
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
破
産
手
続
に
お
い
て
は
、
開
始
後
賃
料
は
財
団
債
権
に
、

債
権
質
権
は
別
除
権
へ
、
債
務
者
の
責
任
財
産
は
破
産
財
団
へ
と
、
性
質
な
い
し
名
称
を
変
え
る
。
こ
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を

及
ぼ
す
の
か
。
こ
の
あ
た
り
の
分
析
が
質
権
者
（
別
除
権
者
）
へ
の
帰
属
と
そ
の
侵
害
の
観
点
に
即
し
て
、
深
め
ら
れ
な
く
て
は
い
け

（
6
）
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7
）
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な
い
と
思
わ
れ
る
。
判
決
は
、
そ
の
萌
芽
的
試
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

既
に
、
学
説
で
は
、
費
用
負
担
を
別
除
権
者
、
破
産
財
団
の
ど
ち
ら
が
負
う
べ
き
か
の
観
点
で
判
断
し
、
管
財
人
の
善
管
注
意
義
務

違
反
と
は
別
個
に
考
え
る
説
が
あ
る
。
私
な
り
に
敷
衍
す
れ
ば
、
担
保
権
者
と
債
務
者
の
間
で
、
債
務
負
担
の
帰
属
性
を
客
観
的
に
判

断
し
、
敷
金
充
当
に
よ
る
支
払
が
正
当
視
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
判
決
で
言
え
ば
、
正
当
視
さ
れ
た
原
状
回
復
費

用
と
正
当
視
さ
れ
な
か
っ
た
、
そ
れ
以
外
の
賃
料
等
債
務
の
区
別
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
前
提
で
あ
る
、
管
財
人
の
担
保
価
値
維
持
義
務
と
善
管
注
意
義
務
の
関
係
理
解
も
問
題
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

最
高
裁
調
査
官
は
、
両
者
の
義
務
を
別
個
独
立
の
も
の
と
位
置
づ
け
、
評
価
も
異
な
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
既
に
引
用
し
た
よ
う

に
、
同
一
の
管
財
人
の
行
動
に
お
い
て
、
同
様
の
事
実
を
引
用
し
つ
つ
、
異
な
る
評
価
を
与
え
て
い
る
が
、
善
管
注
意
義
務
が
、
管
財

人
の
包
括
的
義
務
と
考
え
れ
ば
、
当
然
、
担
保
価
値
維
持
義
務
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
善
管
注
意
義
務
の

観
点
か
ら
、
担
保
価
値
維
持
義
務
の
履
行
の
有
無
の
判
断
は
制
御
さ
れ
る
の
だ
が
、
同
一
人
に
対
す
る
評
価
だ
か
ら
、
そ
の
間
に
評
価

矛
盾
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
義
務
は
競
合
し
つ
つ
も
、
善
管
注
意
義
務
は
担
保
価
値
維
持
義
務
を
包

み
込
む
形
で
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
は
あ
る
が
、
善
管
注
意
義
務
違
反
は
な
い
、
と
い
う
の
が
最

判
の
結
論
で
あ
り
、
前
者
で
は
質
権
者
、
後
者
で
は
破
産
債
権
者
を
義
務
の
履
行
先
と
考
え
て
い
る
節
が
あ
る
が
、
後
者
の
義
務
の
保

護
対
象
に
質
権
者
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
逆
に
、
前
者
の
履
行
に
際
し
て
、
破
産
債
権
者
の
利
害
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
前
者
の
違
反
は
後
者
の
違
反
に
直
結
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
く
と
も
、
影
響
な
い
し
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
逆
に
、
後
者
の
違
反
が
な
い
と
い
う
点
を
強
調
す
れ
ば
、
前
者
の
違
反
も
な
い
と
考
え
る
の
が
素
直
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
判
例
が
不
当
利
得
責
任
を
肯
定
し
た
結
論
は
妥
当
で
あ
る
が
、
構
成
と
し
て
純
化
さ
れ
て
い
な
い
不
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十
分
さ
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
不
当
利
得
の
根
拠
は
、
破
産
開
始
後
の
あ
る
時
点
で
の
状
況
に
照
ら
し
て
認
め

ら
れ
る
費
用
の
原
資
を
ど
こ
か
ら
出
す
か
の
判
断
の
誤
り
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
を
客
観
的
に
見
れ
ば
、
ま
さ
に
あ
る
時
点
で
の
負
担
帰

属
ル
ー
ル
に
反
す
る
出
捐
で
あ
る
。
そ
の
反
動
が
不
当
利
得
、
よ
り
厳
密
に
は
他
人
の
財
貨
か
ら
の
利
得
な
い
し
侵
害
利
得
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
破
産
管
財
人
は
、
賃
料
債
務
を
不
払
い
に
し
て
敷
金
充
当
を
し
た
。
不
払
い
と
い
う
不
作
為
、
充
当
合
意
と
い
う

作
為
が
全
体
と
し
て
評
価
さ
れ
る
が
、
不
当
利
得
法
の
次
元
で
評
価
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、
当
該
債
務
が
、
破
産
財
団
か
ら
支
出

す
べ
き
か
、
敷
金
充
当
で
負
担
さ
せ
る
か
で
あ
り
、
そ
の
客
観
的
基
準
と
管
財
人
の
行
為
の
結
果

0

0

が
比
較
さ
れ
る
。
破
産
手
続
開
始
後

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
判
断
は
、
民
法
四
四
四
条
、
四
四
五
条
の
よ
う
に
、
基
準
時
に
お
け
る
資
力
を
考
慮
し
た
負
担
配
分
と
な
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
通
常
の
不
当
利
得
の
存
否
と
は
異
な
る
。
判
例
が
、
充
当
合
意
の
時
点
で
の
破
産
財
団
の
資
力
を
合
意
ご
と
に
い
ち

い
ち
確
認
し
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

だ
か
ら
、
損
賠
事
件
判
決
が
、
質
権
者
に
対
す
る
担
保
価
値
義
務
違
反
を
認
定
し
、
充
当
合
意
は
、
管
財
人
が
質
権
者
に
対
し
て
負

う
義
務
に
違
反
す
る
（
賠
償
義
務
に
は
言
及
せ
ず
）
と
述
べ
た
後
で
、
善
管
注
意
義
務
を
否
定
し
、
財
団
の
不
当
利
得
を
肯
定
す
る
く

だ
り
が
、
説
得
的
な
流
れ
で
は
な
い
の
は
、
管
財
人
の
充
当
合
意
行
為
を
担
保
価
値
義
務
違
反
と
い
う
挙
動
の
評
価
を
示
唆
す
る
表
現

を
介
し
て
把
握
す
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
判
断
の
実
質
的
内
容
は
、
そ
の
充
当
行
為
の
結
果
が
そ
の
時
点

で
の
客
観
的
配
分
ル
ー
ル
に
違
反
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
侵
害
利
得
の
一
例
と
と
ら
え
る
べ
き
と
主
張
す
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
。
他
方
で
は
、
管
財
人
の
行
動
の
是
非
の
評
価
は
、
善
管
注
意
義
務
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。
担
保
価
値
維
持
義
務
に
関
す
る
く
だ

り
を
、
客
観
的
義
務
違
反
と
か
、
質
権
者
と
の
関
係
に
限
定
さ
れ
た
義
務
違
反
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
そ
の
本
質
を
あ
い
ま

い
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
余
談
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
構
成
に
な
っ
た
背
景
な
い
し
原
因
が
な
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
利
得
事
件
の
第
一
審

（
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判
決
（
横
浜
地
裁
平
成
一
六
年
一
月
二
九
日
）
は
、
担
保
保
存
義
務
違
反
と
不
当
利
得
の
成
立
を
結
び
つ
け
て
、
損
害
と
利
得
の
間
に

直
接
の
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
し
、
同
第
二
審
判
決
（
東
京
高
裁
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
九
日
）
も
、
利
得
は

管
財
人
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
上
の
根
拠
を
欠
く
か
ら
、
不
当
利
得
が
成
立
す
る
と
述
べ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
、
損
害
賠
償
制
度
と
不
当
利
得
制
度
の
枠
組
み
の
相
違
、
そ
れ
に
由
来
す
る
法
律
効
果
の
相
違
が
十
分
意
識
さ
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
原
告
の
主
張
に
も
影
響
さ
れ
つ
つ
、
素
朴
に
連
結
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の
感
を
禁
じ
得
な
い
。
最

高
裁
判
決
は
、
こ
の
点
の
あ
い
ま
い
さ
を
同
様
に
引
き
継
い
だ
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

民
集
六
〇
巻
一
〇
号
三
九
六
四
頁
。

判
時
一
九
六
一
号
六
二
頁
（
②
事
件
）。

文
献
は
多
数
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
五
一
号
一
四
頁
以
下
の
二
八
名
の
実
務
家
に
よ
る
判
例
研
究
、
な
ら
び
に
事

業
再
生
と
債
権
管
理
一
二
八
号
一
四
一
頁
以
下
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
記
録
を
挙
げ
て
お
く
。

最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
八
年
度
一
三
四
九
（
一
三
七
九
）
頁
（
谷
口
安
史
）。

中
井
康
之
・
金
融
法
務
事
情
一
八
一
一
号
四
一
頁
が
二
つ
の
理
解
（
客
観
的
義
務
違
反
と
主
観
的
義
務
違
反
に
対
応
さ
せ
る
理
解
と
、
義
務

を
質
権
者
と
の
関
係
で
考
え
る
も
の
と
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
も
含
め
て
考
え
る
も
の
を
対
比
さ
せ
る
理
解
）
を
対
比
し
、
土
岐
敦
司
論
文
（
Ｎ

Ｂ
Ｌ
八
五
一
号
五
一
頁
）
の
理
解
が
前
者
に
近
い
と
す
る
。

前
掲
調
査
官
解
説
一
三
八
〇
頁
は｢

他
人
の
財
貨
に
よ
る
弁
済｣

と
表
現
し
、
藤
原
正
則
・
民
商
法
雑
誌
一
三
六
巻
三
号
四
一
〇
頁
は
「
侵

害
利
得
」
と
す
る
。

こ
の
点
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
や
否
認
権
と
方
向
は
逆
と
な
る
が
、
債
務
者
無
資
力
を
前
提
と
し
た
場
で
の
、
関
係
当
事
者
の
規
律
で
あ
る

こ
と
が
、
通
常
の
不
法
行
為
な
い
し
債
務
不
履
行
に
基
く
損
害
賠
償
や
不
当
利
得
と
異
な
る
考
慮
を
要
請
す
る
の
で
は
な
い
か
。

担
保
価
値
把
握
の
基
準
時
に
つ
い
て
は
、
中
井
康
之
・
金
融
法
務
事
情
一
八
一
一
号
四
二
頁
以
下
が
示
唆
深
い
。

事
業
再
生
と
債
権
管
理
一
二
八
号
一
五
八
頁
の
中
西
正
発
言
、
倒
産
判
例
百
選
［
第
5
版
］
一
九
事
件
［
中
西
正
］。

歴
史
的
沿
革
か
ら
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
中
西
正
・
事
業
再
生
と
債
権
管
理
一
二
九
号
一
六
九
頁
以
下
。
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不
当
利
得
法
類
型
論
に
よ
れ
ば
、
支
出
利
得
な
い
し
費
用
利
得
の
類
型
が
あ
る
が
、
こ
の
類
型
は
費
用
出
捐
者
自
身
に
不
当
利
得
返
還
請
求

権
が
与
え
ら
れ
る
場
合
で
、
本
件
の
よ
う
に
、
破
産
管
財
人
の
財
産
出
捐
行
為
の
結
果
が
別
除
権
者
に
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
与
え
る
場
合
と

は
異
な
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
本
件
は
、
複
数
人
か
ら
財
産
を
託
さ
れ
た
管
理
者
が
配
分
ル
ー
ル
に
反
し
て
本
来
渡
す
べ
き
人
で
は
な
い
人
に

渡
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
対
応
す
る
。
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